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【協定に基づく要請フロー】

避難元県内の輸送手段で対応困難

島根県と鳥取県は事前調整の
上、原則として一時移転等の対
象となった地区の避難先県のバ
ス事業者に対して協力を要請

要請を受けたバス事業者は、確
保できる台数を要請県に対して
報告

要請県は、所要台数の確保と運
行区間の割り当てを行った上で、
バス事業者に対してバスの運行
を要請

【中国５県ﾊﾞｽ協会等との協定】

バス事業者による住民輸送の実施

福井県

45

 輸送手段の確保については、まずは避難元県内で対応。

 避難元県内の輸送手段で不足する場合には、中国地方のバス協会員である事業者をはじ
めとした関係機関から輸送手段を調達。

 それでも不足するような場合には、国の原子力災害対策本部が必要な輸送手段を確保。

島根県

枠組み
関係機関

保有台数（台）

中国５県ﾊﾞｽ協会
等との協定（島根
県、鳥取県、中国
５県ﾊﾞｽ協会等）

6,984

枠組み
関係機関

保有台数（台）

関西広域連合等
との協定（鳥取
県、関西広域連
合等）

17,433

※中国地方からの確保台数で不足する場合（鳥取県）

バスによる緊急輸送について関西広域連
合に対して各府県経由での調整を依頼

関西広域連合は、速やかに府県と調整し、
応援の割り当てを定めた応援計画を作成

応援府県は、応援計画に基づき、府県バ
ス協会又はその会員に対し協力を要請

【関西広域連合等との協定】

中国地方ﾊﾞｽ協会等からの確保
台数で不足する場合

（鳥取県）
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